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            午 前 １ ０ 時 ０ １ 分 開 会 

議事の経過 

○竹尾委員長 ただいまから平成２１年西東京市教育委員会第６回定例会を開会いたします。 

 これより直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事進行についてお諮りいたします。日程第４から日程第６の議案につきましては、

人事に関する案件でございますので、日程第２、第３の次に一括して審議したいと思います

が、これに御異議ございませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○竹尾委員長 異議なしと認めます。 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○竹尾委員長 日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。本日は沼本委員にお願いいたし

ます。 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○竹尾委員長 日程第２ 議案第２５号 西東京市教育委員会教育長の任命について、を議題

といたします。 

 なお、本議案につきましては、第３回定例会からの継続案件となっているものでございま

す。 

 教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１６条第２項の規定により、教育

委員のうちから教育委員会が任命すると定められております。 

 任命の方法についてお諮りいたします。教育長の候補者につきましては、単記無記名の投

票により行い、最多得票者を西東京市教育委員会教育長に任命したいと思いますが、これに

御異議ございませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○竹尾委員長 異議なしと認めます。 

 次に、立会人は宮田委員と櫻井教育企画課長を指名したいと思いますが、これに御異議ご

ざいませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○竹尾委員長 異議なしと認めます。それでは、宮田委員と櫻井教育企画課長に立会人をお願

いいたしたいと思います。 

 投票用紙を配付してください。 

       〔投票用紙配付〕 

○竹尾委員長 配付漏れはございませんか。 

       （「なし」と呼ぶ者あり） 

○竹尾委員長 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めます。 

       〔投票箱点検〕 

○竹尾委員長 投票用紙に西東京市教育委員会教育長の候補者の氏名を記載の上、順次投票を

お願いいたします。 
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       〔投票〕 

○竹尾委員長 投票を終了いたします。 

 開票をお願いいたします。 

       〔開票〕 

○竹尾委員長 開票の結果を報告いたします。 

 投票総数６票。内容は野﨑委員６票。 

 よって、西東京市教育委員会教育長には野﨑委員を任命することに決定いたしました。 

 暫時休憩をとりたいと思います。 

           午 前 １ ０ 時 ０ ６ 分 休 憩 

           午 前 １ ０ 時 ０ ６ 分 再 開 

○竹尾委員長 休憩を閉じまして、会議を再開いたします。 

 ただいま任命通知書の交付を行いましたので、野﨑新教育長に一言ごあいさつをお願いい

たします。 

○野﨑教育長 ただいま教育長に任命されました野﨑芳昭と申します。微力ではございますけ

れども、課題に向き合いまして、誠心誠意、職務に精励してまいりたいと思います。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

○竹尾委員長 ありがとうございました。 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○竹尾委員長 日程第３ 議席の指定を行います。 

 議席の指定は、教育委員会会議規則第５条の規定により、委員長が定めることとなってお

りますので、委員長において指定することに御異議ございませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○竹尾委員長 異議なしと認め、委員の議席は委員長において指定いたします。 

 委員の議席は、ただいま御着席の席を議席として指定したいと思います。よろしくお願い

いたします。 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○竹尾委員長 日程第４ 議案第３３号 西東京市社会教育委員の委嘱及び任命について、日

程第５ 議案第３４号 西東京市文化財保護審議会委員の委嘱について、日程第６ 議案第

３５号 西東京市スポーツ振興審議会委員の委嘱及び任命について、を一括議題といたしま

す。提案理由の説明を求めます。 

○野﨑教育長 それでは、議案第３３号 西東京市社会教育委員の委嘱及び任命について、提

案理由を御説明申し上げます。 

 平成２１年６月３０日をもちまして現在の委員の任期が満了となり、新たに平成２１年７

月１日から平成２３年６月３０日までの２年間、西東京市社会教育委員を委嘱及び任命する

必要があるためでございます。区分といたしましては、学校教育の関係者２名、社会教育の

関係者６名、家庭教育の向上に資する活動をする者２名、学識経験のある者３名でございま

す。 

 続きまして、議案第３４号 西東京市文化財保護審議会委員の委嘱について、提案理由を
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御説明申し上げます。 

 議案第３３号と同様に、平成２１年６月３０日をもちまして現在の委員の任期が満了とな

り、新たに平成２１年７月１日から平成２３年６月３０日までの２年間、西東京市文化財保

護審議会委員の委嘱の必要があるためでございます。 

 続きまして、議案第３５号 西東京市スポーツ振興審議会委員の委嘱及び任命について、

提案理由を御説明申し上げます。 

 先ほどの議案第３３号、第３４号と同様に、平成２１年６月３０日をもちまして現在の委

員の任期が満了となり、新たに平成２１年７月１日から平成２３年６月３０日までの２年間、

西東京市スポーツ振興審議会委員を委嘱及び任命する必要があるためでございます。なお、

委員の区分につきましては、社会体育の関係者４名、学校体育の関係者３名、スポーツに関

する学識経験者３名でございます。 

 ３議案とも教育委員会事務委任規則第２条第３項に基づき提案するものでございます。よ

ろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○竹尾委員長 説明が終わりました。一括して質疑を受けます。━━質疑を終結します。 

 人事に関する案件でございますので、討論は省略いたします。 

 これより議案第３３号を採決いたします。原案に賛成の方の挙手を求めます。 

       〔賛成者挙手〕 

 全員賛成。よって、議案第３３号 西東京市社会教育委員の委嘱及び任命について、は原

案のとおり可決されました。 

 これより議案第３４号を採決いたします。原案に賛成の方の挙手を求めます。 

       〔賛成者挙手〕 

 全員賛成。よって、議案第３４号 西東京市文化財保護審議会委員の委嘱について、は原

案のとおり可決されました。 

 これより議案第３５号を採決いたします。原案に賛成の方の挙手を求めます。 

       〔賛成者挙手〕 

 全員賛成。よって、議案第３５号 西東京市スポーツ振興審議会委員の委嘱及び任命につ

いて、は原案のとおり可決されました。 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○竹尾委員長 日程第７ 協議事項 文化・スポーツ行政の推進体制について、を議題といた

します。教育長から協議事項についての説明を求めます。 

○野﨑教育長 それでは、協議事項 文化・スポーツ行政の推進体制について、を御説明申し

上げます。 

 平成２０年４月１日施行の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に基づき、

市長より平成２１年６月２４日付で教育委員会に対しまして、文化及びスポーツ行政に関す

る事務を市長が執行、管理すること等について意見を求められているものでございます。 

 詳細につきましては事務局より説明いたさせます。 

○櫻井教育企画課長 それでは、協議事項 文化・スポーツ行政の推進体制について、教育長
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に補足して御説明申し上げます。 

 お手元の「文化・スポーツ行政の推進体制について」の資料を御覧ください。 

 それでは、全文をまず読ませていただきます。 

 

 西東京市教育委員会 

 委員長 竹尾 格  様 

                             西東京市長 坂口 光治 

            文化・スポーツ行政の推進体制について 

 周知のとおり、本市では本年度より５か年の後期基本計画がスタートいたしました。この

計画の中では、文化、スポーツ並びに教育の各分野において重要な課題を掲げており、その

着実な推進とさらなる文化・スポーツ振興に向けて、本市の組織体制を見直す必要があると

考えております。 

 そのため、本年２月に表明した施政方針の中で、平成２０年４月１日施行の地方教育行政

の組織及び運営に関する法律の一部改正に基づく文化・スポーツ行政の執行及び管理の特例

に言及するとともに、現在、平成２１年度の組織改正について、文化・スポーツ振興に向け

た組織のあり方を含めた検討に着手しているところです。 

 つきましては、組織改正の実施に向けて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２

９条に基づき意見聴取させていただきたく、下記について、貴委員会の意見を賜りますよう

お願いします。 

                    記 

１ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２４条の２に基づき、文化（文化財保護を

除く。）及びスポーツ（学校における体育に関することを除く。）に関する事務を市長が

執行、管理することについて 

２ スポーツに関する施設及び審議会等を市長が所管することについて 

 

 続きまして、１枚おめくりください。こちらは、文化・スポーツ振興に向けた組織のあり

方について、市長部局の考え方を示したものでございます。この中で、組織機構の見直しの

目的・内容については大きく２点が挙げられております。まず、１点目でございますが、ス

ポーツ行政・文化事業の市長部局移管による組織体制の充実でございます。次に、２点目で

ございますが、健康都市宣言に向けた体制の充実でございます。 

 申しわけございません。１枚おめくりいただきたいと思います。裏の２ページ目のところ

でございますけれども、３といたしまして、組織編制の見直しについて大きく二つの見直し

部分が記述されております。市長部局の７部１室を見直し、８部１室にするというものでご

ざいます。次に、（２）といたしまして、課及び主な係編成の見直しでございます。企画部、

市民部、福祉部、子育て支援部、（仮称）生活文化スポーツ部における課及び主な係編成が

記述されております。 

 以上、簡単ではございますが、私からの説明は以上でございます。 

○竹尾委員長 説明が終わりました。 
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 このたび市長から教育委員会に文化・スポーツ行政の推進体制について、の意見を求めら

れておりますが、本日はただいまの説明だけにとどめまして、事務局で整理の上、後日協議

することといたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○竹尾委員長 異議なしと認め、後日改めて協議いたしたいと思います。 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○竹尾委員長 日程第８ 報告事項 新型インフルエンザへの対応について、を議題といたし

ます。 

○山本学校運営課長 それでは、私のほうから、５月の教育委員会以降の新型インフルエンザ

への対応について、御報告をさせていただきます。 

 資料に沿って御説明をさせていただきます。 

 まず、５月２２日の第５回教育委員会定例会におきまして、新型インフルエンザ対策とい

たしまして、修学旅行及び休業の要件の２点についてガイドラインの決定がなされたところ

でございます。 

 同日に、国の方針が地域の実情に即して柔軟に対応することとなり、学校についても厚生

労働大臣の定める運用指針が示されました。内容といたしましては、二つの地域に分けての

指針を運用することといたしておりまして、一つとしまして、感染初期、患者発生が少数で

あり、感染拡大防止に努める地域と定められたところでございますが、ここにつきましては、

都道府県保健部局等から学校設置者に対して臨時休業の要請をすることとして、臨時休業期

間につきましては１週間ごとに検討を行うことと定められております。二つ目といたしまし

て、急速な患者の増加が見られ、重症化の防止に重点を置くべき地域として定められたとこ

ろにつきましては、学校設置者の判断で臨時休業をすることといたしております。なお、地

域の決定につきましては、都道府県が厚生労働省と相談して判断されるということと定めら

れております。また、修学旅行の考え方が示されておりまして、臨時休業の措置を講じてい

る学校を除き自粛を求める状況ではないという判断が示されております。 

 同日におきまして、近隣市といたしまして、初めて三鷹市で感染が確認されました。２３

時４５分ごろでございますが、東京都教育庁新型インフルエンザ対策本部より初めてホット

ラインを使った通知がございました。濃厚接触者については限定的であるとして、公立学校

においては教育活動等は平常どおりとするとの東京都の通知を受けたところでございます。

翌日には、本市の危機対策本部会議も開催されましたが、平常どおりとするということが確

認されております。 

 ５月２５日（月曜日）でございますが、臨時校長会を開催いたしました。内容といたしま

しては、西東京市教育委員会としての新型インフルエンザ対策のガイドライン及び厚生労働

大臣の定める運用指針の概要をお知らせするとともに、ケースによってはガイドラインと異

なる対応があることを周知いたしました。 

 次に、６月２日でございますが、東久留米市で感染がありましたが、三鷹市の例によるこ

とといたしまして、小中学校長には通知をいたしたところでございます。 

 ６月１０日には武蔵野市の大学で感染が確認されました。附属校も含め臨時休業の措置を
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したとの報告を東京都より受けましたが、公立学校に通学している児童・生徒ではないこと、

二次感染を生じていないとの武蔵野市の対応に基づき、本市といたしましては、平常どおり

授業の実施をいたしたところでございます。 

 なお、６月１１日にはフェーズがレベルとして６に上がりました。これは世界的に流行と

いうレベルでございます。 

 ６月１９日（金曜日）には西東京市で生徒の感染がありましたが、市外の私立学校に通学

していること、二次感染が確認されていないことから、通常授業の実施を市立小中学校へ通

知いたしました。 

 同日、厚生労働大臣の定める運用指針の改定がございまして、二つの地域に分けて指針の

運用をしていたところですが、これが廃止となりました。新たに、学校等で患者が発生した

場合、都道府県等は当該学校等の設置者に対し必要に応じて臨時休業を要請する。二つ目と

いたしまして、感染防止のため特に必要であると判断した場合、都道府県等は患者が発生し

ていない学校等を含めた広域での臨時休業の要請を行うことは可能である。三つ目としまし

て、より迅速に把握するため、学校の設置者は出席停止及び臨時休業を行った場合には、速

やかに保健所に連絡することなどとの指針が示されたところでございます。 

 なお、昨日でございますが、西東京市で２例目の感染が確認されたところでございますが、

市内の小中学校に通う対象者がいないこと、二次感染が確認されていないことから、通常授

業の実施を市立小中学校長へ通知いたしたところでございます。 

 本市の危機管理対策本部会議でございますが、近隣市の感染確認時など、その都度開催さ

れておりまして、市としての対応を決定いたしているところでございます。 

 教育委員会といたしましても、国の対応が変化する中、児童・生徒の健康管理を引き続き

実施いたしまして、状況を確認しながら対応していくとともに、逐次情報を学校へ提供して

まいっているところでございます。 

 以上で私のほうからの報告とさせていただきます。 

○竹尾委員長 説明が終わりました。質疑を受けます。 

○角田委員 児童・生徒に対する対応はよくできているなと思いましたが、一つ質問いたしま

す。夏休みを迎えるようですけれども、海外渡航ですよね。教員の海外渡航とか児童・生徒

の海外渡航等についての対応はどのようになっているのですか。 

○前島教育指導課長 それでは、今の２点についてお答えします。まず、教員につきましては

国、都から通知が出ております。自粛をするようにと。自粛もしくは延期をするというふう

に要請がありました。ということで、本市でも自粛ないし延期ということで校長先生にはお

伝えをしてあるところでございます。また、どうしても予定が入っている。例えば、新婚旅

行で行くというような教員も若干おりますので、その場合につきましては、行った後、帰っ

てきてから１週間程度観察期間を置いて、その後学校に出勤をするようにと、教員が発生源

とならないように指導してもらうようにお願いしているところでございます。児童・生徒に

つきましては特にございませんが、やはり、教員と同様に、１週間程度検温をしたり健康観

察をしてもらうということで、それを指示しているところでございます。 

 以上です。 
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○竹尾委員長 ほかに質疑はございませんか。 

○宮田委員 修学旅行を延期するということで、大変それは結構な措置だったと私は思います

が、それ以降、延期することの以降はどんなふうにお考えなんでしょうか。いつごろとか、

それから、場所とかを変えるのか、そういうようなことはどんな方針を立てておられるか。 

○前島教育指導課長 市内に中学校が９校ございまして、１校は既にもう実施をしていたと。 

そして、東北方面に１校行っていると。それと、あと、２学期に行く学校が１校と。それで、

残りの６校につきましては、６月中に実施をいたしますので、８月の末から９月に、方面と

しては同じ京都、奈良、関西方面に行くということでございます。若干宿がとれない学校が

ございましたが、基本としては同じコースで行くということで対応させていただいていると

ころでございます。 

○竹尾委員長 ほかに質疑はございませんか。━━質疑を終結します。 

 以上で報告事項を終わります。 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○竹尾委員長 日程第９ その他、を議題といたします。教育委員会全般についての質疑を受

けます。 

○宮田委員 質問ではないのですが、私は、新型インフルエンザへの対応は大変一生懸命よく

やっていただいているんじゃないかというふうに思っております。今のところそんなに東京

地区では広がってはいない、昨日お一人ということのようですけれども、海外から帰られた

方と聞いていますので、国内で広がっているようではないと思うのですが、是非ともこれは

手を緩めずによろしくお願いしたいと思います。 

○竹尾委員長 ほかに質疑はございませんか。━━質疑を終結します。 

 以上でその他を終わります。 

 以上をもちまして平成２１年西東京市教育委員会第６回定例会を閉会いたします。どうも

ありがとうございました。 

           午 前 １ ０ 時 ３ ０ 分 閉 会 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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